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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　インドネシア共和国（以下、インドネシアと略す）は、農業普及のシステムづくりを目的とし

て、我が国に農業教官訓練計画に関するプロジェクト方式技術協力を要請してきました。国際協

力事業団はこの要請を受けて、平成９年２月16日～３月１日まで、財団法人全国調味料野菜飲料

検査協会理事長　品田正道氏を団長とする事前調査団を現地に派遣しました。

　同調査団は、プロジェクトの要請背景等について、インドネシア政府関係者と協議及び現地調

査を行いました。

　本報告書は、同調査団による協議結果等について取りまとめたものであり、今後、本プロジェ

クト実施の検討にあたり、広く活用されることを願うものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対して、心から感謝の意

を表します。

平成９年３月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事理事理事理事理事　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠















略　語　表略　語　表略　語　表略　語　表略　語　表

ＡＡＥＴ 農業省教育訓練庁

ＡＡＲＤ 農業研究開発庁

ＡＰＰ 農業短期大学

ＢＩＰ 農業情報センター

ＢＩＰＰ 農業普及情報センター

ＢＬＰＰ 地域農業訓練センター

ＢＭＩＰ メディア情報センター

ＢＰＰ 地域農業普及センター

ＢＰＰＦＰ 中央農業訓練センター

ＢＰＴＰ、ＬＰＴＰ 農業技術評価試験場

ＫＡＮＷＩＬ 農業省地方事務所

ＭＯＡ 農業省

ＰＰＬ 普及員

ＰＰＳ 専門技術員

ＳＰＰ 農業高校

ＷＫＰＰ 農業普及業務区分
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１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　インドネシア政府は第６次５か年計画において、農業セクターの開発目標の力点を、それまで

の「食糧自給をめざした生産性の向上」から「農業生産の多様化と質的な改善」へ変更した。基

本戦略は、｢アグロインダストリー」により農業生産物と市場を結ぶ、高度な商業システムの導

入と改善である。

　こうした農業をとりまく環境の変化からＡＡＥＴは、農業普及教育を根本的に改善・強化する

「新しい農業訓練システム」を導入する必要があると認識して、1995年11月、プロジェクト方式

技術協力「インドネシア農業教官訓練計画プロジェクト」を我が国に要請してきた。この計画は

中央（ボゴール市）及び地方（西ヌサテンガラ州チアウイ市）において農業普及要員の教育訓練

システムの確立を図りたいとするもので、インドネシア側は、地域訓練センターの施設整備のた

めの無償資金協力も要請した。

　これを受けたＪＩＣＡは、1995年11月から２年間にわたり個別専門家（坂本治彦氏）を派遣し

て、要請背景、要請内容を確認するとともに、プロジェクト方式技術協力のフレームワーク等の

協議・検討を行ってきた。

　一方、1995年10月から５年間、我が国はインドネシアに対する第３次アンブレラ協力を実施し

ている。この協力は農業の基礎となる人材育成、基礎的試験研究や、地域における現地適応技術

の確立、農業関連インフラ整備等を総合的に行うもので、協力を効果的・効率的に推進するため

に、モデル地域（州）を選んで、集中的に協力を実施している。プロジェクト方式技術協力の要

請地区とされた西ヌサテンガラ州は、ローランド（天水農業）のモデルに選定された地域である。

　今般は、こうした経緯を踏まえて、プロジェクト方式技術協力要請の背景及び内容を詳細かつ

正確に把握するとともに、プロジェクトを形成し、国家開発計画等上位計画のなかでの位置づ

け、相手国のプロジェクト実施体制等を明確にして、技術協力の可能性を確認するため、事前調

査団を派遣することとなった。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

担当業務 　氏　名 　　　　　 　　　　所　　　　　属

リーダー 品田　正道 (財)全国調味料野菜飲料検査協会　理事長

協力企画 田中　美千代 農林水産省経済局技術協力課プロジェクト管理係長

普及 滝田　正則 農林水産省農産園芸局普及教育課係長

研修 磯野　定男 全国普及協会

技術協力 鷲見　佳高 ＪＩＣＡ農業開発協力部　農業技術協力課　課長代理
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１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

＜期間：1997年２月16日（日)～３月１日（金）（計14日間）＞

日順 月日 曜日 　　　行　　程 　　　　　　　 　移 動 及 び 業 務

１ ２／16 日 成田→ジャカルタ 往路（JL725：10:50発→16:25着）

　　　　ジャカルタ泊

２ ２／17 月 ジャカルタ ＪＩＣＡ事務所打合せ

日本大使館、アンブレラ事務局表敬

国家開発企画庁（BAPPENAS)、農業省官房普及センター

　　　　ジャカルタ泊 及び海外協力局表敬

３ ２／18 火 ジャカルタ ＡＡＥＴ及び関係部局等（４総局及び研究開発庁）との

　　　　ジャカルタ泊 協議

４ ２／19 水 ジャカルタ→チアウイ ＢＰＰＦＰ視察及び協議

　　　　→ボゴール泊

５ ２／20 木 ボゴール ボゴール農科大学視察及び打合せ

中央農業研究所等試験研究機関視察

　　　　→ボゴール泊 ＢＰＰ視察

６ ２／21 金 ボゴール→チヘア チヘアＢＬＰＰ視察

　　　→ジャカルタ泊 ＡＡＥＴとの協議

７ ２／22 土 ジャカルタ→マタラム 移動（GA618：08:00発→12:15着）

西ヌサテンガラ州知事表敬、

ＭＯＡ西ヌサテンガラ州事務所、西ヌサテンガラ州政府

　　　　→マタラム泊 農業局表敬

８ ２／23 日 マタラム 団内打合せ及び資料整理

　　　　→マタラム泊

９ ２／24 月 マタラム プロジェクト・サイト予定地視察及び周辺関連機関

　　　　→マタラム泊 （マタラム農業高校等）視察

10 ２／25 火 マタラム ＢＰＰ視察及び農家訪問

　　　　→マタラム泊 西ヌサテンガラ州関係者との協議

11 ２／26 水 マタラム→デンパサール 移動（MZ6605：11:00発→11:40着）

　　　→ジャカルタ泊  〃 （MZ6610：14:00発→14:40着）

12 ２／27 木 ジャカルタ ＡＡＥＴとの協議

　　　→ジャカルタ泊 ミニッツ署名・交換

13 ２／28 金 ジャカルタ ＪＩＣＡ事務所及び大使館報告

　　　　　　　機中泊 帰路（JL726：23:45発）

14 ３／１ 土 →成田 08:40着
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２．要約２．要約２．要約２．要約２．要約

　本事前調査団は1997年２月16日～３月１日までの日程でインドネシアを訪問し、同国政府関係

者との協議及び調査を行った。この結果、インドネシア側が要請してきた「農業教官訓練計画プ

ロジェクト」は、インドネシア政府の長期計画に沿ったものであり、かつ現在我が国が実施中の

第３次アンブレラ協力の協力地域の１つ（天水農業のモデル地域）とも合致することを確認し

た。

　これを踏まえて、インドネシア側と協議した結果、ＢＰＰＦＰ及び西ヌサテンガラ州ＢＬＰＰ

（新設）で、我が国が得意とする実務中心の研修システム確立をめざすこととなり、以下のプロ

ジェクト方式技術協力フレームワーク（案）に合意して、合意事項をミニッツに取りまとめ、署

名を取り交わした。

(１) プロジェクト名：インドネシア農業普及教育研修推進計画

(２) 主幹省庁：ＡＡＥＴ

(３) サイト：メインサイト＝ＢＰＰＦＰ（西ジャワ州ボゴール市チアウイ）

　　　　パイロットサイト＝ＢＬＰＰ（西ヌサテンガラ州マタラム市）

………計画中

(４) ターゲットグループ：ＭＯＡ普及要員（農業普及員及び農業教官)、農民

(５) 目標と成果・活動：

１) 上位目標

　農業普及・教育研修システムが研究、研修及び普及関係各機関の連携の下に強化さ

れ、中央からフィールドレベルに至る研修・普及活動が改善されること。

２) プロジェクトの目標

　チアウイＢＰＰＦＰでの研修がＢＬＰＰ及び他の研究、普及組織とより緊密な連携

を通じ改善・拡充され、多様で変わりつつある農民ニーズに対応できるようになるこ

と。

３) 成果

ａ．チアウイＢＰＰＦＰ及び西ヌサテンガラＢＬＰＰの研修手法、カリキュラム、教材

の開発、改善及び拡充

ｂ．ＢＬＰＰ及び普及組織への教官の供給

ｃ．普及員のフィールドレベル普及方法の改善、拡充

ｄ．普及結果のＢＰＰＦＰでの研修方法、カリキュラム及び教材への反映と更なる改善

ｅ．以上の活動が各ＢＬＰＰ、研究機関、及び普及組織との連携強化により行われ、

ＢＰＰＦＰでの研修が更に改善・拡充されること
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４) 協力期間：５年間

５) 日本側の投入

　日本人専門家派遣：（長期）チームリーダー、コーディネーター及び研修、普及、

栽培等必要分野

　　　　　　　　　　（短期）農家経営、農産加工、天水農業等必要分野

研修員の受入れ：関係分野カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の日本での研修

機材供与：研修コースの実施、研修教材の作成等に必要な機材他、

　　　　　プロジェクト活動に必要なもの

　上記プロジェクト方式技術協力の実施にあたっては、我が国の無償資金協力による西ヌサテン

ガラ州ＢＬＰＰの施設整備が必要である。

　また、実施協議調査団派遣前に長期調査員を派遣してプロジェクト方式技術協力の具体的事項

を調査・協議すること及び地域センターの無償資金協力実施のための施設内容・規模等の調査が

必要である。
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３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景

　インドネシアの農林水産業は、就業人口の50.1％（1992年)、ＧＤＰの17.4％（1994年）を占

める重要な産業である。

　経済上の離陸をめざして、1994年度から第２次25か年長期開発計画（1994/95～2018/19年）

及びこの最初の段階である第６次５か年計画（RepelitaⅥ）(1994/95～1998/99年）が開始され

たが、農業部門は引き続き重要なセクターとして位置づけられている。

　第６次５か年計画における農業開発は、①農産物生産の質的・量的向上、多様化及び効率性の

向上、②国民の食糧及び栄養、工業に対する基礎的材料のニーズに対する充足、③農業とその他

産業の連携の促進による国内外の市場機会からの利益の獲得及びビジネス・雇用の拡大、に向け

られ、これらは農民の生活水準及び農村社会の向上にも向けられる。更に農村部の所得と生活水

準の向上のため、農業ビジネス及び生産物の多様化、アグロインダストリーの支援により、農業

の拡大を推進する。付加的な目的として、労働生産性及び雇用機会の向上、多様な農産物の供

給、優良な加工による食料の質的向上がある。食糧自給の維持、農業技術の習得及び応用に対す

る農民能力の向上、農業関連企業の生産性の向上、国内外の競争力の向上についても、重要な目

的となっている。

　具体的な政策としては、以下の５つがあげられている。

(１) 食糧自給の維持

(２) 就労機会の増加と農業労働生産性の向上

(３) 農産物の輸出の向上

(４) 農業関連組織の整備発展

(５) 貧困の克服

　なお、第６次５か年計画は、人的資源の開発、国民生活水準の向上を目標にしており、教育・

訓練分野は特に重要な分野として位置づけられている。
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４．協力要請分野の現状と主要課題４．協力要請分野の現状と主要課題４．協力要請分野の現状と主要課題４．協力要請分野の現状と主要課題４．協力要請分野の現状と主要課題

４－１　インドネシア農業の現状と主要課題４－１　インドネシア農業の現状と主要課題４－１　インドネシア農業の現状と主要課題４－１　インドネシア農業の現状と主要課題４－１　インドネシア農業の現状と主要課題

(１) 農業現況と問題点

　第１次長期開発計画において、米の自給は一応達成されたが、その他の作物について

はその需要に応えられていない。人口増に生産量が追いつかないだけでなく、近年、経

済発展による国民所得の向上を背景に、食物への嗜好の多様化、より高品質なものを求

める傾向がみられており、こうした質的な要望に対しても応じきれていない。また、他

セクターに比べ、農業セクターの生産性は低く、都市部と農村の生活水準の格差をます

ます拡大させる傾向にある。さらには、急激な工業化の進展のなかで、農村部の青年の

都市への流出が増大しており、後継者の確保が危ぶまれている。

(２) 農業普及分野の現状と主要課題

　インドネシアにおいて、農業普及は国と県との協同事業になっており、現在、ＰＰＬ

の所轄は自治体（州レベル）に移管されている。

　インドネシアでは、1976～1981年にかけて世銀の支援により食糧作物普及計画（National

Food Crop Extension Project）が実施され、その対象となった９州でＴ＆Ｖ方式

（Training and Visit System、インドネシア語でＬＡＫＵと呼ばれる）が導入されたの

が、系統だった普及システム確立の最初の試みであった。その間の1979年にはＬＡＫＵ

システムが全国に展開されるようになり、1981～1986年に実施された国家農業普及計

画（National Agricultural Extension Project）においては、食糧以外の作物にも

ＬＡＫＵシステムが応用されることとなった。1986～1991年にかけての普及事業では、

１人のＰＰＬが農業、エステートクロップ、畜産などのすべての領域に対処する地域分

担方式を採用、技術的な専門性についてはＰＰＳの指導を受けることになった。1991年

以降、普及事業が自治体に移管されたのに伴い、普及員の活動は専門性別の分担（機能

分担方式）になったが、しかし、1996年からまた制度上の見直しが行われており、地域

分担方式が再度導入されている。

　ＭＯＡにおける普及事業は、官房農業普及センターが普及政策・事業についての立案並

びに普及方法・勤務制度の改善に係る事柄を所管し、ＡＡＥＴが教育・訓練を通じた農業

関連人的資源の開発を所管している。ＡＡＥＴは、1974年に設立され、当初は、農業教

育訓練「普及」庁という名称で、普及管理事業、ＰＰＬの養成・訓練及び普及情報の提

供に係る業務を行っていたが、1990年にＡＡＥＴと改称した。組織的には、農業教育指

導センター、普及教育訓練センター、職員訓練センターの３センターからなり、農業教
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育指導センターは、全国に３年制ＡＰＰ６校、ＳＰＰ20校をもち、監督指導にあたって

いる。普及教育訓練センターは、職員訓練センターで使用する農業普及教育に関するカ

リキュラムや普及手法基準等の作成を担当するほか、農民グループの育成や零細農漁民

所得向上事業（Ｐ４Ｋ）の推進にも力をいれている。職員訓練センターは、全国31か所の

ＢＬＰＰを統括している。

　ＰＰＬ（３万2,771名／1995年）は、かつてＡＡＥＴ、各総局、ビマス庁の管轄下に

あったが、1991年の省庁間合意により州政府に移管され、内務省が担当省となっている。

ＰＰＬになるための資格要件としては、ＳＰＰの卒業資格が必要であるが、その採用試

験は、県レベルで行われるため、統一された基準はない。採用後は、公務員としての研

修及びＭＯＡにより訓練を受けることになっているが、実体としては、1991年以降新規

採用が見合わされており、研修機会も極めて限られたものになっているという。ＰＰＬ

を対象にした研修は、農業・生産関連技術を指導するものが中心で、普及手法について

の研修もあるが、地域開発にかかわる内容はほとんどカバーされていない。また、Hon-

oredと称される正規の公務員資格をもたないＰＰＬの存在も問題となっている。

　一方、ＰＰＬを指導すべき立場にあるＰＰＳ（2,075名／1995年）は州に設置してある

ＫＡＮＷＩＬ、州農業部、県農業部、更にＡＡＲＤ傘下のＢＰＴＰ、ＬＰＴＰにも勤務

しており、身分は農業省官房農業普及センター所属の国家公務員となっている。ＰＰＳ

は、大学卒の資格を必要とし、普及の現場で２年間経験を積んだあと、ＢＰＰＦＰ等で

３か月間の研修訓練を受け、ＰＰＳとして登録される。大学卒業後の２年間の普及現場

での肩書きは、ＰＰＬではなく職員扱いとなっている。専門技術の特技は、通常大学で

の専攻により決定される。

　なお、ＰＰＬ、ＰＰＳ、指導教官等の資格は、国家試験などによる資格制度が適用さ

れていない。

　実際の農村における技術普及の流れは、ＰＰＬから各村落に数グループ存在する農民

組織・ケロンポック・タニ（Kelompok Tani：ＫＴ）に対する訪問・指導という形を取っ

ている。各農民組織はコンタック・タニ（Contac Tani）と呼ばれる指導者を選び、普

及の窓口として位置づけている。このコンタック・タニからタニ・マジュ（Tani Maju）

と呼ばれる近代的農民へ、そして更にタニ・パンギク（Tani Pangiku）と呼ばれる伝統

的農民へと技術が普及されていくことになっている。

　インドネシアの農業普及事業に関しては、制度の変更と関連機関の組織改編が頻繁に

行われており、現在もなお流動的な部分が多いが、最近の注目すべきこととしては、1995

年のＢＩＰの研究開発庁への移管が挙げられる。ＢＩＰは、地域の農業適用技術を開発

普及させるための、ＢＰＴＰ、ＬＰＴＰに名称変更を行い、全国に17か所配置、州、県
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の普及機関を支援することとなった。さらに、1996年４月からは、各県に（全国では約

300か所）ＢＩＰＰを設置することとし、現在そのうちの４州で８センターが1997年６月

頃開設される予定となっている。この方式は、従来農民にとって不都合なことが多かっ

た農業科目別普及所（ＢＰＰ、1,718か所／1995年）に対して改善や支援を図ること、及

びＰＰＬが農民の人口密度に応じて担当しているＷＫＰＰを耕地面積の広さに応じて振

り分けるなど、現場の実態にあった普及制度に近づけようとする狙いがある。

　以上が、現在、農業普及制度と関係組織の概要であるが、概して、試験研究分野と普

及分野の連携が極めて希薄で、研究分野で開発された技術の成果が農民に移転されず、

また、農民のニーズも研究者が把握していないことが多い。したがって、現在の普及制

度で求められているものは、試験研究と普及分野の連携強化と考えられる。

(３) 第３次アンブレラ協力

　1995年10月より５か年の実施期間で開始された第３次アンブレラ協力においては、前

記５か年計画における農業開発目標の達成を支援する見地から、最上目標として「農民

の生活水準の向上」を掲げ、それに向けた具体的協力目標として、①農業生産性の向上、

②農産物の品質の向上及び多様化、③農産物の高付加価値化を設定している。この目標達

成のため（ａ）政策の企画立案・行政能力向上のための人的資源開発、(ｂ）適正生産技

術開発支援のための研究能力向上、(ｃ）農家経営の改善と多様な農業生産を促進するた

めの農業普及システムの開発、(ｄ）灌漑排水施設開発及び水資源管理システムの改善、

(ｅ）農業信用を効率的に推進するためのシステム開発、(ｆ）農民組織活動の育成・強

化、(ｇ）農産物の付加価値向上のための収穫後の活動開発（処理・加工・販売)、(ｈ）

農村インフレの改善の８つの活動を展開することとされている。

　第３次アンブレラ協力で実施されるプロジェクトは、目標達成を容易にするため、中

央プロジェクトと地域プロジェクトで構成され、両者は有機的に組み合わせ総合的に実

施される。中央プロジェクトは農業開発の基礎となる人材育成、基礎的試験研究の推進

等、中央レベルにおいて統一的に実施されるプロジェクトであり、地域プロジェクトは

現地適応技術の確立、あるいは農業関連インフラ整備等を内容とする地域のニーズに対

応した地域レベルのプロジェクトである。なお、限られた資金、人的資源のなかで効果

的・効率的に協力を進めるため、これらのプロジェクトでは農業開発の可能性あるいは

必要性の高い４つのアグロエコシステム（自然・経済・社会条件を総合的に勘案した農

業条件）を代表する以下のモデル地域（州）を選定し、事業を集中的に実施することと

している。

　　・イリゲーテッド地域：南スラウェシ州
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　　・ハイランド地域：西ジャワ州

　　・ローランド（天水農業）地域：西ヌサテンガラ州

　　・スワンプ地域：南カリマンタン州

　なお、西ヌサテンガラ州における協力としては、｢地域に適した作物の振興を図るた

め、適正作物の選定、栽培技術の開発・普及、小規模水資源の開発を行う」こととして

いる。

　以上のような状況にかんがみ、インドネシア政府は、1995年11月２日、我が国に対し、農業普

及のシステムづくりに関する無償資金協力及びプロジェクト方式技術協力を要請してきたもので

ある。

４－２　普及分野４－２　普及分野４－２　普及分野４－２　普及分野４－２　普及分野

４－２－１　普及関係組織

(１) ＭＯＡ

１) 1994年２月、ＭＯＡの各総局にあった普及部局を統合し、官房にＢＰＰが設立さ

れ、そこが普及事業の企画・立案等を所管している。

２) 普及職員に対する研修は、ＡＡＥＴが所管している。

３) 農業普及政策は、生産性の向上のみを基礎とした政策から、生産技術指導のみなら

ず、農民の組織育成、市場・流通情報の提供等によるアグリビジネスの振興を図る政策

に変更されてきている。

【問題点等】

・行政の縦割り意識が強いため、ＢＰＰとＡＡＥＴの連携が弱い。

・普及組織の現場レベルでは、直接現地で適応できる技術についての研修ニーズがあ

るものの、普及職員研修はベーシックな内容が中心となっている。

(２) ＢＰＴＰ

１) 1995年、ＡＡＥＴの傘下にあったＢＩＰは１つを残して17を研究開発庁に移管さ

れ、農業情報の伝達機能と技術開発機能を併せもったＢＰＴＰに改組された。

２) ＢＰＴＰは、中央の試験研究機関で開発された技術について、地域への適応試験を

行い、現場段階における実証・評価を行っている。

３) 評価結果は、中央の試験研究機関に報告され、当該地域において普及に移す技術と

して承認されたのち、ＢＰＰのデモンストレーションファーム等を活用して農民に普及
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される。

【問題点等】

・中央で開発された新技術を地域段階で現地実証することは重要であり、ＢＰＴＰの

役割は期待できるが、研究活動の定着には相当の時間がかかるものと思われる。

・評価結果を中央に報告し、承認を得てからでないと普及に移さないので、新技術の

普及が迅速に行われない。

・17か所しか設置されていないので、全国をカバーすることは難しいものと思われる。

(３) ＢＩＰＰ

１) 1996年から県レベルで243のＢＩＰＰが設置されている（組織的には、全国に整備済

みである)。

２) 多くのＢＩＰＰはＢＰＰの施設を活用している。世銀の融資により８か所を、また、

独自の予算措置により数か所を建設中であり、施設的には不十分な状況にある。

３) ＢＩＰＰは、管内のＢＰＰ（平均８か所）を統括し、普及事業の運営・管理を行っ

ている。

４) デモンストレーションファームを有しているＢＩＰＰは、新技術の実証・展示や農

民の指導を行う場合もある。

【問題点等】

・組織的に整備されたところであり、活動の定着には相当の時間がかかるものと思わ

れる。

・高度・専門的技術を有する組織として、ＢＰＰの活動を補完し、直接、農民に対す

る普及指導を行う機能を強化する必要がある。

(４) ＢＰＰ

１) 1991年の農業大臣令によりＢＰＰの機能分化が行われ、農業分野における４つの専

門項目のうち、１つだけを所管する農業科目別普及所に編成された。

２) 1996年、農民にとって不都合が多い農業科目別普及所を再編し、４つの専門項目の

ＰＰＬを配置するとともに、ＰＰＬを農民人口割合から耕地面積割合で算出する等、現

場の実態に応じた配置を行っている（１普及所当たり平均19名)。

３) ＢＰＰ数は、1,718か所（1995年）である（日本の約３倍)。

４) ＢＰＰは、通常１ヘクタール程度のデモンストレーションファームを有している。
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【問題点等】

・組織体制が頻繁に変更されており、安定的な普及制度になっていない。

・ＢＰＰの管轄区域が広すぎるため（耕地面積で日本の約3.5倍)、ＢＰＰを増設し、

適正な管轄区域とする必要がある。インドネシア政府としても、１つの郡には最低

１つのＢＰＰが配置されるようにしたいという意向がある。

 （郡：3,639か所、耕地面積：4,300万ヘクタール、日本の耕地面積：400万ヘクタール）

・指導用機材はほとんどない。また、巡回指導用車両（バイク）も十分整備されてい

ない（調査に行ったマタラムＢＩＰＰ管内のＢＰＰでは、平均5.6名に１台)。

・試験研究機関との連携が図られていない。

(５) その他関連機関

１) 試験研究機関

ａ．ＡＡＲＤが所管しており、本所、支所を含めて26場所が設置されている。

　　（ＢＰＴＰを除く）

ｂ．最近の組織改革としては、1995年に花卉研究所を設立するとともに、食用作物及

び園芸作物研究所を稲、トウモロコシ、果実等の作物別試験場に分けている。

２) ＡＰＰ

ａ．ＡＡＥＴが所管しており、６枚が設置されている。

ｂ．３年制の教育機関である。

３) ＳＰＰ

ａ．ＡＡＥＴが所管しており、20校が設置されている。

ｂ．マタラムＳＰＰでは、ＰＰＬの研修を行っている。

４－２－２　普及活動

(１) ＰＰＳ

１) 身分は官房農業普及センターの国家公務員であり、州に設置してあるＫＡＮＷＩＬ、

州農業担当局、ＡＡＲＤ傘下のＢＰＴＰ、県農業担当課、ＢＩＰＰに配置されてい

る。

２) ＢＩＰＰに配置されているＰＰＳは、ＢＰＰに出向いてＰＰＬの指導を行っている

（他に配置されている専門技術員の業務は不明)。

３) ＰＰＳ数は、2,075名（1995年）である

４) ＰＰＳは、大学卒の資格を必要とし、大学での専攻で専門項目が決定される。
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【問題点】

・ＰＰＬに対する指導がどのように行われているかは不明であるが、実践的な技術指

導については不十分であると思われる。

(２) ＰＰＬ

１) かつてはＡＡＥＴ、各総局、ビマス庁の管轄下にあったが、1991年の省庁間合意に

より、州政府（内務省）に移管され、県農業担当課、ＢＩＰＰ、ＢＰＰに配置されてい

る。

２) ＢＰＰに配置されているＰＰＬは、直接、農民に接して、農業技術に関する普及指

導を行っている。

３) ＢＩＰＰには、シニアＰＰＬが配置され、ＢＰＰに出向いてＰＰＬの指導を行って

いる（県農業担当課に配置されているＰＰＬの業務は不明)。

４) ＰＰＬの専門項目は、食用作物、畜産、エステートクロップ（茶、コーヒー等商品

作物)、水産に分かれる。

５) ＰＰＬ数は、３万2,771名（1995年）である。

６) ＰＰＬは、ＳＰＰ卒の資格を必要とする（最近では、ＡＰＰ卒もＰＰＬとして採用

されつつあるため、従来のＰＰＳ、ＰＰＬという呼称区分を廃止し、Extensionist、

Extensioner等としているが、現場段階では定着していない)。

【問題点等】

・口頭による指導がほとんどで、デモンストレーションによる指導が少ない。

・生産性の向上を第１目標に活動してきたため、今後の新しい活動方向（多様な商品

化農産物の生産、品質の向上、流通、農業会計等）に関する資質が不足している。

(３) ＢＰＰにおける普及活動（カリジャティ普及所、ゲルン普及所調査結果）

１) 勤務時間は、朝７時から午後３時までとなっている。

２) 農民は農作業が終わってから相談にやってくることもあるので、夜までＢＰＰにい

ることもある（夜、ＰＰＬの家まで相談にくることもある)。

３) 巡回指導の際、ＰＰＬが休息をとれる立ち寄り所（オフィス）がある。

４) 月曜日から木曜日までは農村グループを対象とした巡回指導、金曜日はＢＰＰ会議

（普及活動状況等についての討議)、土曜日は専技による普及活動等のモニタリング調

査及びＰＰＬ研修が行われている。

５) 公用車（バイク）が不足しているため、現地指導の際は個人所有のバイクや自転車
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を活用している。

６) 技術情報は、試験研究者やＢＬＰＰから得ており、多い者は７～９回程度の研修を

受けている（カリジャティ普及所）

７) 農民からは、水稲の病害虫防除、水管理、鶏の病気の予防技術等の要望が高い。

８) 普及活動上必要なものは、ビジネスシステム等に関する情報や普及事業運営費であ

り、技術は十分にある。

９) 普及活動上の最大の問題点は、農民の教育水準が低いことである。多くの農民は小

学校しか出ておらず、農民の約50％はインドネシア語を理解できても話すことができ

ない。また、インドネシア語の識字率は約70％である。

【問題点】

・現場指導は行うものの、デモンストレーションが伴っていない。

・個人の活動が主体であり、ＢＰＰとしての組織的な活動になっていない。

・情報収集力が不足している。

・画一的な普及活動が行われ、個々の農民の課題解決活動を支援する活動になってい

ないものと思われる。

(４) 農民グループの活動（ゲルンＢＰＰ管内の農民グループ調査結果）

１) ５年前に組織化され、現在148名の会員で構成されている。

２) グループは１ヘクタール当たり年１万ルピア（又は25キログラムの米）を運営費と

して徴収し、40％がグループの運営費、40％が水路等の改修費、20％が会議費として

支出されている。

３) 農民グループは、州政府より初級（Pemula)、中級（Lanjut)、中上級（Madia)、上

級（Utama）の４段階に区分されているが、このグループは２名の担当ＰＰＬの指導に

より、３年前から中級グループになっている。

４) ＰＰＬは毎日のように巡回し、病害虫の総合的防除、肥料の効果的使用方法、機械

利用による農民レベルでのポストハーベスト等の指導を行っているが、農民からはもっ

とデモンストレーションをして欲しいという要望がある。

５) 水稲については、従来品種からＩＲ64、ＩＲ36等に品種更新を行うなど、ＰＰＬの

指導により収量が１ヘクタール当たり２～３トンから平均5.7トンに増収した。

　その結果、所得が向上し、①動物性食物の摂取、②教育、③家の改修、④貯蓄等が行

えるようになった。
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【問題点等】

・１戸当たりの耕作面積が、0.1～0.2ヘクタールと零細である。

・グループ員全員の労働力を活用しながら生産性向上等を図って行くことには限界が

あり、他産業との所得格差が一層広がるものと思われる。

４－２－３　普及職員研修の課題

(１) 普及職員の改善を図る場合は、公務員制度全体を視野に入れたなかで検討する必要が

ある。

(２) 圃場を活用した実践的な研修を検討する場合は、実施可能な範囲で検討する必要があ

る。

４－３　研修・訓練分野４－３　研修・訓練分野４－３　研修・訓練分野４－３　研修・訓練分野４－３　研修・訓練分野

(１) 概要

　インドネシアの農業は、近年国際的社会経済的な課題に直面しており、第６次５か年

計画（RepelitaⅥ．1994年４月～1999年３月）では、農民の生活を向上させ、他のセク

ターの成長をも支えることのできるような持続的農業、特に、①アグリビジネスの構築、

②農民及び村落の他の構成員のアグリビジネスに対する役割の向上と参加意識の強化、

③農業普及事業の地方分散化の推進――を農業政策として強く進めている。

　この政策推進のため、農業普及に対しては、単に生産事業情報を伝達するだけではな

く、農漁民との関係を強化して、農漁民が必要とするマーケティング、マネージメント

情報について伝達するとともに、農漁民が生産・経済技術ともに自らがこの知識を習得・

活用していくよう教育・訓練をしていくことを求めている。

　このことから、次の課題が出てきている。

１) 普及指導体制の整備・強化と普及教員の資質向上

　普及活動がいまだに古い手法に固執していて、変化に対応していないのではないか

との指摘がある。普及職員の資質の向上が普及指導体制の整備・強化とともに重要課

題である。

２) 農民教育と普及方法

　これは1985年のデータであるが、それによるとインドネシアの農民の95％は小学校

レベル以下の教育水準で、28％は小学校入学の経験もない。この農漁民に対してどの

ような研修・訓練を実施するのか、農漁民指導の内容と手法が普及職員の研修・訓練

の課題である。
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(２) 現状と問題点

　現在、インドネシアの普及職員の研修・訓練は中央及び地域・現場の段階で実施され

ており、研修・訓練を受ける対象研修員や研修の内容はそれぞれに異なっているが、研

修・訓練分野の現状と問題点は、今回の調査に関連したところでは、以下のとおり要約

できる。

１) ＢＰＰＦＰ

　現在改築中で、これが完成すると研修員の受入れ数も増加するが、ワークショップ

の施設が老朽化しているままである。このセンターは座学が中心であるが、やはり基

本的なワークショップは必要と思われる。

　研修カリキュラム等の作成や講師派遣についてはボゴール大学や関係試験研究機関

からの協力が得られる。

２) チヘアＢＬＰＰ

　かつてはFood Cropの研修が中心になっていたが、現在では農業機械、園芸作物、

加工、アグリビジネスなどの22コースを実施している。日本が技術協力していたころ

の成果が生かされており、ここでの成果は評価できるし参考になる。

３) スバンＢＩＰＰ

　1996年11月18日にできたばかりである。参考図書や広報設備等の整備はまだできて

いない。

４) 西ヌサテンガラ州の関係機関

　ＢＬＰＰの設置を求めているところで、現在はＳＰＰや周辺の試験研究機関等で普

及職員の研修を行っている。ＫＡＮＷＩＬやＢＰＰの職員の活躍は活性化しているが、

州知事を含めて、州中央がどこまで今回のプロジェクトを理解しているのか不明であ

る。今後、この上層部を含めてもっと議論をしてもらうことが必要である。

(３) 各施設の研修・訓練状況

１) ＢＰＰＦＰ

ａ．研修対象者

　ＰＰＳ、ＳＰＰ教官などのＰＰＬ等の指導者を研修する。

　スタッフは16名（インストラクター：11名、新人：５名）

ｂ．研修の状況

　国及び関係部局からの要請による研修や企業体からの依頼によってスペシャルコー

スを実施する。研修員は宿舎の収容人数によって制限され、1994年は６コースを実

施したが、1997年は施設を改修中なので、基本コースの１つしか実施していない。
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　研修の内容や研修期間は、普及方法、アグリビジネスなどで、３か月または１か月

と要請によって異なる。

　1998年は３コース、1999年は６コースを実施する見込みで、今後は６か月のコー

スが増えるものと見ている。

ｃ．カリキュラムの作成及び講師

　主にスタッフたちが作成しているが、研修コースによっては試験研究機関に協力を

要請したり、ボゴール大学に依頼することもある。

　また、講師はスタッフのほか大学や試験研究機関からの研究員を外部講師にしてい

る。

２) ボゴール農科大学

　ＢＰＦＰの近くにあって、同センターのはカリキュラムの作成や講師の派遣などの

連帯をしている。また10ヘクタールの試験用の圃場があるほか、同大学ではセカンド

作物として大豆、クリーニング作物、自然資源、共同社会、普及問題などの研究を行っ

ているので、今後とも実習を含めた研修についての協力が期待できる。

３) チヘアＢＬＰＰ

　1979～1991年のプロジェクトで日本が技術協力をしたところである。

ａ．研修対象者

　普及職員、キーファーマー、農民グループで、1994～1997年の間は45コース、

2,964名を研修している。

ｂ．研修内容

　現在は稲作のほかに、普及、農業機械、食用作物、園芸作物、エステートクロッ

プ、食品加工、ホームライフなど22の研修コースをもっている。特にＰＰＬに対して

は、アグリビジネス、農業機械、水産業の研修を行っており、２ヘクタールの圃場、

120名の宿泊施設、その他関連機器材がある。

　研修の内容はかつて日本の協力で進めていた「オンキャンパストライアル｣、

「フィールドラボラトリ｣、｢フィールドオブザベーション」「トレーニングスライド

の作成」といった実技能力を養成する手法が現在も用いられており、先進地視察や帰

宅研修員が自宅で実証しているところを訪問・研修もしている。

４) スバンＢＩＰＰ

ａ．研修対象

　現地ＢＰＰのＰＰＬ及びキーファーマーを対象。

ｂ．研修内容

　ＰＰＬと上級キーファーマー（National key farmer）との技術集会（１回）



－17－

・ＰＰＬ研修（３回）

・普及プログラム作成研修（１回）

・ＰＰＬ評価研修（７回）

・実証圃における共同検討会（３回）

・試験研究関係機関等との共同検討会

・訓練センターとともにＰＰＬの基礎研修（新任者研修）

・プロジェクトの現地評価への参加

　なお、研修カリキュラムはＰＰＳ及び他の機関からの協力を得て、農民のニーズを

考慮しながら作成している。

５) スバンＢＰＰ現場普及所

　農家（キーファーマー）に対する指標はＴ＆Ｖ方式をとり、実証圃指導を行ってい

る。農家の要望としては換金作物（畜産、ナッツなど）の指導を求めている。ＰＰＬ

は農家からの要望を整理して、ＰＰＳにつなぐことにしている。

　一方、普及所内における「所内研修」については、ＰＰＬはそれぞれに専門化して

いるため、普及所としては研修にかかわることは行っていない。

６) 農業省州事務所（Kanwil：Mataram）

　食用、畜産、エステートクロップ、漁業の担当職員よりヒアリング。地域普及職員

訓練センターに対しては大きな期待を持っている。

　インドネシアでは、第６次５か年計画において農家の所得向上と普及活動の活性化

及び、農業普及の地方分散化が強調されているため、関係者にとってはこれが大きな

課題になっている。

７) マタラムＳＰＰ

　現在、ＰＰＬ及びキーファーマーの研修もこの高校で行っている。

　今後ＢＬＰＰが設置されれば、同センター周辺にある農業試験研究施設と共に、研

修の連携協力として同校の施設等が使用される構想である。

８) ＢＰＰ

　ここからＰＰＬが各地区の現場へ出かけていく。ＰＰＬの指導対象はキーファーマー

である。またＰＰＬは地区への巡回に際して農業新聞（SING TANI）を配布している。

９) 農民集会場

　ＰＰＬはキーファーマーへの個別訪問のほか、集会場で情報の伝達及び集団研修を

行っている。

　研修についての農家の要望は、肥料・農薬使用に関する技術指導及び換金作物（ト

ウモロコシ、園芸作物など）の指導である。また研修の１つとして「農産物コンクー
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ル」があり、評価によって農民は、階層が上位に上がるポイントが貰える。

　また、集会における女性の出席と発言については、調査当日は２名であったが、女

性も常時出席しており、発言もしているという。
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５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容

　1995年11月、インドネシアが我が国に要請してきたプロジェクト内容は以下のとおりである

（付属資料２参照)。

(１) プロジェクト名：インドネシア農業教官訓練計画

　 　　　　　　　Agricultural Teacher and Youth FarmerTraining Project

(２) 主幹省庁：ＡＡＥＴ

(３) サイト：ボゴール市（西ジャワ州)、マタラム市（西ヌサテンガラ州）

(４) ターゲットグループ：農業省普及要員（ＰＰＬ及び農業教官)、農民

(５) 目標と効果

１) 上位目標

　インドネシアの農民が高付加価値農産物の生産技術を身につけ、所得が向上する。

２) プロジェクトの目的

　ＰＰＬ及び農業教官の高付加価値農産物生産及び普及技術が向上する。

(６) プロジェクトの成果

　中央及び地方において農業普及要員の教育訓練システムが確立する。

(７) 活動（協力）内容

　教育カリキュラムを策定し、教育に必要な機材を提供するとともにそれらの運用に必

要な技術を伝授する。

(８) インプット（我が国への要請）

・長期専門家（人的資源開発、地方農村開発、食用作物、酪農畜産）

・短期専門家（淡水養殖、ポストハーベスト等）

・主たる機材（各種分析機材、農業機械、視聴覚機器、事務機器等）
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６．プロジェクト実施計画６．プロジェクト実施計画６．プロジェクト実施計画６．プロジェクト実施計画６．プロジェクト実施計画

６－１　ＢＰＰＦＰ、ＢＬＰＰの性格づけと関連６－１　ＢＰＰＦＰ、ＢＬＰＰの性格づけと関連６－１　ＢＰＰＦＰ、ＢＬＰＰの性格づけと関連６－１　ＢＰＰＦＰ、ＢＬＰＰの性格づけと関連６－１　ＢＰＰＦＰ、ＢＬＰＰの性格づけと関連

(１) ＢＰＰＦＰの強化

　インドネシア側としては長年の懸案であり、最優先課題とされている。これはおおむ

ね中央政府関係機関、現地研修機関、普及関係者等の総意と受け止められ、本調査にお

いて、必要性と妥当性を認めた。

　現在、チアウイに設置されている国レベルのＢＰＰＦＰにおいてすでにＢＬＰＰ等の

教官養成を主目的とする研修が行われており、ここをサイトとして既設の組織、施設（現

在大幅改修中)、職員を活かし研修システムを強化改善する。

　インドネシア全国を受益対象とし、ＢＰＰＦＰを本プロジェクトのメインセンター（メ

インサイト）として位置づける。

(２) 地域センターの設置

　要請にある西ヌサテンガラ州は、米自給をすでに達成し、畑作、畜産等新しい食料ニー

ズに応えるため、適正作物の開発普及を行う重要な戦略地域とされている。

　州レベルのＢＬＰＰ（全国31か所設置）は未設定であり、この地域のＰＰＬ等の人的

確保、質的向上を早急に図る必要がある。

　そのため、ロンボク島マタラムにＢＬＰＰを設置し、本プロジェクトのパイロットセ

ンター（パイロットサイト）と位置づける。

　メインセンターの研修終了者が教官として中央での研修成果を生かすとともに、パイ

ロットセンターでの成果、問題点をメインセンターにフィードバックしメインセンター

を通じて全国に普及することを期待する。

　なお、アンブレラ計画においても、地域プロジェクトは中央プロジェクトの成果の実

証展示を行うと位置づけている。

６－２　プロジェクトの名称６－２　プロジェクトの名称６－２　プロジェクトの名称６－２　プロジェクトの名称６－２　プロジェクトの名称

　The Promotion Program of Integrated Training for Agricultural Extension and Education

「農業普及教育研修推進計画」とする。
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６－３　研修システムの改善強化６－３　研修システムの改善強化６－３　研修システムの改善強化６－３　研修システムの改善強化６－３　研修システムの改善強化

(１) 研修センターでは、研修プログラムの主な視点として以下を考慮し、研修システムを

強化する。

①新しいニーズに基づいて、例えばアグリビジネスにより農業経営の改善を行う。

②研究部門、大学等と連携協力を強化しながら、研究成果を生かす。

③農業生産の現場の実態を把握し、例えばオンファームトレーニングを強化する。

　カリキュラムとしては、例えば普及方法、農民教育、経営管理、栽培、アグリビジネ

ス、流通等を取り入れる。

(２) ＢＰＰＦＰでの研修は、主としてＰＰＳ、教官（ＢＬＰＰ、ＡＰＰ、ＳＰＰ）を対象

とし、指導的キーファーマーも含む。

　ＢＬＰＰでは、主としてＰＰＬ、教官（ＳＰＰ)、キーファーマーの研修を行う。

６－４　日本人専門家の派遣６－４　日本人専門家の派遣６－４　日本人専門家の派遣６－４　日本人専門家の派遣６－４　日本人専門家の派遣

　プロジェクト期間中、必要分野の長期、短期の専門家を派遣し、主としてＢＰＰＦＰにおい

て、カウンターパート（Ｃ／Ｐ）に指導助言する。

　西ヌサテンガラＢＬＰＰには、センター設置後、必要分野の専門家が必要に応じて随時出向

き、Ｃ／Ｐ（協力の前半、ＢＰＰＦＰで養成した教官）に指導助言する。

６－５　インドネシア側の取るべき措置６－５　インドネシア側の取るべき措置６－５　インドネシア側の取るべき措置６－５　インドネシア側の取るべき措置６－５　インドネシア側の取るべき措置

　ミニッツにあるとおりであるが、更に必要な事項については今後の調査に待つこととする。

６－６　研修部門と普及、研究部門との連携強化６－６　研修部門と普及、研究部門との連携強化６－６　研修部門と普及、研究部門との連携強化６－６　研修部門と普及、研究部門との連携強化６－６　研修部門と普及、研究部門との連携強化

　本プロジェクトの円滑な推進、成果を期すために、関係機関の連携協力が重要である。

(１) 本プロジェクトの実施主体はＡＡＥＴであり、ここでは普及職員等の訓練の実施、研

修プログラムの作成、ＡＰＰ、ＳＰＰ教育を所管している。

(２) 研究はＡＡＲＤが所管し、ＢＰＴＰ、ＬＰＴＰ（全国17か所）を通じて普及組織に研

究成果を提供し、またフィードバックされる。

　今回の調査からも、本プロジェクトに対して積極的協力が期待される。

(３) 一方、普及組織は官房普及センターが所管し、州政府を通じて県レベルのＢＩＰＰ、Ｐ

ＰＳ、さらに郡レベルのＢＰＰ、ＰＰＬが置かれている。
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　ＢＩＰＰは新しい組織として、1996年から全国的に設置、整備を始めたばかりである

が、要所のＢＩＰＰには優秀な専門技術員を配置していることが確認された。

　今回の調査から、今後一層普及活動を強化し、農民のレベルアップをめざすべきこと

が強調され、中央政府、現地関係者双方から、普及職員の質的向上のために、本プロジェ

クトへの強い期待が述べられた。

６－７　６－７　６－７　６－７　６－７　｢｢｢｢｢中堅技術者養成計画」プロジェクトの成果の活用中堅技術者養成計画」プロジェクトの成果の活用中堅技術者養成計画」プロジェクトの成果の活用中堅技術者養成計画」プロジェクトの成果の活用中堅技術者養成計画」プロジェクトの成果の活用

　1979～1986年にわたって実施されたプロジェクト（「チヘア、バタンカルの地域センターをサ

イトとして普及養成を目的」）は、米増産時代を背景とした要請であり、チヘアは西ジャワ州を

範囲とする地域に限られ、研修レベルは中級であったので、今回のプロジェクトとは背景も内容

も異なるものである。

　しかし、研修プログラムにおいて、農業の生産現場を巻き込む手法を取り入れた。その成果は

評価されている。特に、例えばオンフィールドトライアルのような方法論は、プロジェクトのプ

ログラムの眼目になっており、本プロジェクトにも成果が生かされるものと思われる。

６－８　青年農業者の研修について６－８　青年農業者の研修について６－８　青年農業者の研修について６－８　青年農業者の研修について６－８　青年農業者の研修について

　チアウイに古くからあるＢＭＩＰにおいて、キーファーマー、特に青年農業者に対して研修が

実施されている。

　40名程度の職員を擁しているものの、諸資機材の老朽化が激しく、ほとんど機能していないよ

うに見受けられた。

　ここを拠点として整備し、青年農業者の研修を行いたいとの要望があり、タイトルの「Youth

Farmer」にも掲げられていたが、インドネシア側の優先順位は高くないこともあり、今回協力範

囲に含めないことで同意した。

６－９　西ヌサテンガラＢＬＰＰの設置について６－９　西ヌサテンガラＢＬＰＰの設置について６－９　西ヌサテンガラＢＬＰＰの設置について６－９　西ヌサテンガラＢＬＰＰの設置について６－９　西ヌサテンガラＢＬＰＰの設置について

　この地域の農業のレベルを高めるため、ＰＰＬ等農業指導者の確保と質的向上をねらいとする

ＢＬＰＰの設置について、現地関係者からも要望があり、必要性が認められるとともに、一方で

はサイトの確保措置がとられている。

　他方、このプロジェクトを進めるにあたって、同ＢＬＰＰの実質的な実施者となる州政府の取

るべき必要な措置、また、センターの適正規模と研修活動の持続性の見通し等に関して、更に今

後の調査により確認を要するものと思われる。
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７．日本の他の協力との関連７．日本の他の協力との関連７．日本の他の協力との関連７．日本の他の協力との関連７．日本の他の協力との関連

７－１　第３次アンブレラ協力７－１　第３次アンブレラ協力７－１　第３次アンブレラ協力７－１　第３次アンブレラ協力７－１　第３次アンブレラ協力

(１) 我が国のアンブレラ方式協力は以下のように行われている。

・第１次1981～1985年　米増産協力計画

・第２次1986～1990年　主要食用作物生産振興計画

・第３次1995～1999年　農民の生活水準の向上

　第３次協力では、中央プロジェクトと地方プロジェクトがあり、中央プロジェクトは、

全国ベースの協力として、①基本的政策・計画の策定、②研究開発、③普及訓練、等に焦

点を当てている。また、地方プロジェクトは４つのアグロエコシステム（自然、経済、社

会条件を総合的に勘案した農業条件）に焦点を当て、それに応じた農業開発を推進するこ

ととしている。アグロエコシステムは「灌漑地」「高地」「低地」「泥沢地」とあるなか

の１つ「低地（rain-fed area）」として西ヌサテンガラ州が対象となっている。本プロ

ジェクトは第３次アンブレラ協力の重要な柱の１つとして位置づけられている。

(２) 無償資金協力

　西ヌサテンガラ州にはＢＬＰＰがないので、ＰＰＬを研修する場合には東ジャワ等のＢ

ＬＰＰに送っている。交通費、宿泊料など費用がかさみ、当地にＢＬＰＰができればもっ

と多くのＰＰＬを研修できるとしている。また、東部インドネシアの一部である西ヌサ

テンガラ州は中央から距離があり、農業が基本のところなので農業開発のためにももっと

知識が必要ということで、現場サイドではＢＬＰＰ建設を切望していた。州政府は建設予

定地の土地70％方終え、残り部分も進行中である。無償資金協力の要請書は外務省に届

いており、内部で検討中と聞いている。

(３) 第三国研修「農業普及方法」

　第三国研修とは、開発途上国が他国の研修員を受け入れる場合に先進国が必要な経費

を負担する一種の経費分担方式であり、開発途上国間技術協力を促進する触媒の役割を

しているともいえる。1990年からインドネシアで「農業普及方法」の第三国研修を行っ

ている。実施期間はチヘアＢＰＰＦＰで、年１回、６週間ずつ、1995年度はスリ・ラン

カ、バングラデシュ、タイなど周辺９か国から14名、インドネシアを含め計18名が参加

している。
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(４) 中堅技術者養成計画（1979～1988年）の成果

　チヘアＢＬＰＰ（ジャカルタから136キロメートル）は1972年に設立された。現在、職

員86名、内22名が教官である。アグロインダストリー分野が５名いる。多くの職員が日

本で研修を受けている。２ヘクタールの圃場がある。そのＢＬＰＰによれば、日本での

研修は収穫大であった。

　開発された２技術のうち、１つ目の技術手法（methodology）については、試験圃場や

実証圃場における研修が現在も続けられている。プロジェクト終了後研修費用予算が減っ

たが、ＰＰＬやキーファーマー等への研修を表－１のとおり行っている。２つ目の技術

パッケージでは農業機械（のマニュアル)、スライド等の視聴覚教材を作成し、今も使用

している。農機はスペアパーツ不足等で使用不能の物もあったが、10年たってもきちん

と整備し使っている物もあった。修理棟で修理研修も行われている様子であった。

　水稲栽培技術は西ジャワだけでなく、スマトラ、カリマンタン等にも広まっている。

ある元Ｃ／Ｐは、技術マニュアルはシンプルで適応性があり、今でも使われ、役立って

いると言っていた。

表－１　研修状況

1972～1978年     916名 31コース

1979～1983年 2,352 58

1984～1988年 4,769 76

1989～1993年 2,253 22

1994～1997年 2,964 45
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８．第三国（国際機関を含む）の協力概要８．第三国（国際機関を含む）の協力概要８．第三国（国際機関を含む）の協力概要８．第三国（国際機関を含む）の協力概要８．第三国（国際機関を含む）の協力概要

(１) Income Generating Project／ＰＰＰＰＫ（orS)：

　ＵＮＤＰによる有償プロジェクトで、農民の収入向上を図るため、行政、農業機械の

選択技術等を訓練している。専門家は、米国１、インドネシア４の５名からなり、プロ

ジェクト機関は、フェーズ１が1984～1989年、フェーズ２が1989～1996年となってい

る。フェーズ３も実施される予定。

(２) Small Scale Agro-industry and Agri-business Development Project：

　ドイツによるプロジェクト方式技術協力で、現存の農産加工業者や家内工業経営者、

農民、婦人グループ等を対象に1992年から実施している。パイロット地域は西ジャワと

スマトラで、専門家は、長期がインドネシア１名、短期はドイツから数名、交代派遣さ

れることになっている。ドイツ側の予算は、フェーズ１（1992～1995年）が300万、

フェーズ２（19959～1998年）が100万マルクとなっている。

(３) Decentralized Agricultural Extension Study：

　世銀による有償プロジェクトとして、内務省が管轄してＢＩＰＰを県レベルに300

か所設置するというもの。とりあえず４州（スラウェシ、南スラウェシ、スマトラ、西

ジャワ）８か所を実施予定。現在、準備中で1997年10月に開始する。300か所の実施につ

いては、３年後に上記８か所の業績評価をしながら実施の是非を決めるようであるが、

大部分は既存の施設を利用すると関係者はいっていた。現に、調査したＢＩＰＰは既存

の施設の再利用であった。
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９．相手国のプロジェクト実施体制９．相手国のプロジェクト実施体制９．相手国のプロジェクト実施体制９．相手国のプロジェクト実施体制９．相手国のプロジェクト実施体制

(１) 実施機関の組織及び事業概要

　付属資料３.４.を参照

(２) プロジェクトの組織及び関係機関との関連

　付属資料３.４.を参照

(３) プロジェクトの予算措置

　ＢＰＰＦＰの研修に参加するにあたっての研修者の交通費、宿泊費は心配無用、農業

省の研修なので予算は大丈夫とＡＡＥＴは述べた。1996年から予算はきちんと要求すれ

ば認められるようになり、問題はなくなっているともＢＰＰＦＰは述べていた。ＢＬＰＰ

の予算はＡＡＥＴから来る。

(４) 建物・施設等計画

　中央研修の場としてのＢＰＰＦＰは、建物自体の老朽化による雨漏り、採光・通風の

悪さ、宿舎トイレや台所の衛生面での欠陥等、かなりの補修工事が必要とされていたが、

現在改修が進行中であった。

　地方モデルとしての西ヌサテンガラの新ＢＬＰＰについては、建設予定用地の約70％

は農家から買い取り、準備はできている。残り部分については準備中である。建物につ

いては日本の某コンサルタントの設計図がすでに存在する。

(５) カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の配置計画

　ＢＬＰＰ西ヌサテンガラについては、ジャワでは中央で研修を受けたものを送る、行

きたい者は沢山いると言ってるが、西ヌサテンガラではこちらの者を中央に送って研修

を受けさせ、こちらに戻すと言っている。どちらにしてもＣ／Ｐ配置についての心配な

さそうである。ちなみに、マタラム（西ヌサテンガラ）発の新聞記事によれば、大学は

出たけれど職のない人々が多いとあった。
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(６) 政府関係機関の支援体制

１）政府関係機関

ａ．ＡＡＲＤ

　1996年から全国17か所にＢＰＴＰ、ＬＰＴＰを作った。研究者をこれから増やし

て基礎研究をいろいろ行って行くつもりである。ＢＩＰＰとＢＰＴＰの連携は現在は

ないが、将来的には連携したいと考えている。

　ＢＰＴＰはデモ圃場をもっており、そこで地域特性に合わせて実証し、農民に伝え

る。

　本プロジェクト方式技術協力の研修カリキュラムのなかに簿記等の農業経営分野も

加えて欲しいと要望があった。1972年からオランダの協力で農業経営、簿記の研修

を行ったことがあるが、それ以来、ないとのこと。

ｂ．農業省官房農業普及センター

　ＰＰＬへの指導はＢＬＰＰではなくＢＩＰＰがやるので、本プロジェクト方式技術

協力も直接ＢＩＰＰにやってもらえないかと、農業省官房農業普及センター所長は述

べた。また、当センターはＢＩＰＰやＢＰＰを支援する役目を負っているから心配な

いとされ、せめてＰＰＳ600名だけでも研修したいという。大学やＢＰＴＰ等からも

情報を得ているとのこと。

　ＢＰＰＦＰで研修内容を決めるのではなく、ＢＩＰＰ、ＢＰＰのニーズを反映され

るようにすること、直接適応できるような技術にすることを望んでいる。ＢＬＰＰは

圃場を持っていない。ＢＩＰＰは圃場を持っているので、こちらを借りて実証試験を

している。

ｃ．西ヌサテンガラ州政府

　予算は中央政府から下りてくる。プロジェクトのための予算やＣ／Ｐは中央から言

われればそのとおり行う、プロジェクトが立ち上がれば予算は自動的についてくる、

州は支援するから問題はない、と述べている。州知事は特別予算を持っているから心

配ないとの声もある。

２）ボゴール農科大学

　ジャカルタから60キロメートル。キャンパスは３か所にあり、１番大きなところは

ボゴールから11キロメートル離れたところに250ヘクタールの敷地あり。学生は１万

4,000名で博士、修士、学士が３分の１ずつである。東京大学との協力関係あり。ＭＯＡ

との協力の長い歴史がある。例を挙げれば、米増産計画で栽培システムや灌漑システ

ム等のモデルを作ったり、緑化計画、栄養改善、農業省のための研修・教育に協力し

たことなどがある。Community shopと称する教育・訓練センターがあり、教育、研
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究、普及の３機能がある。各学部もそれぞれ活動しているが、センターが方向づけを

している。農村電化（生活改善）等の戦略的研修も農民グループ代表、政府役人、一

般の人などを集めて行っている。

　研修費用については、例えば農民研修で依頼主が農業省の場合は、ＭＯＡが当大学

に支払う。当大学から、必要な研修を提案し、中央政府から予算をもらうこともある。

　ＢＰＰＦＰとの協力については、教師の派遣だけではなく、協力開始時点から討論

を通してカリキュラム作成も行っている。
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1010101010．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項

　州政府の対応は建物建設が先行していて、プロジェクトの真の意味合いをまだ十分把握してい

ないように見受けられた。

　無償資金協力で西ヌサテンガラにＢＬＰＰを建設する場合には、プロジェクト終了後もインド

ネシア側で維持・管理できる程度の規模に抑えるようにするよう、無償資金協力担当と連絡をと

りつつ進めていくことが重要である。
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1111111111．提言．提言．提言．提言．提言

　ＡＡＥＴ主体のプロジェクトではあるが、ＢＩＰＰ、官房農業普及センター、ＡＡＲＤ、内務

省（ＰＰＬ）との連携の下、進めていくことが望まれるので、農業大臣にまで話を繁げておくこ

とが重要と思われる。次回からはぜひ、大臣表敬を加えるべきである。

　ミニッツのインドネシア側署名者であるＡＡＥＴのDirector Generalは、この協力について

大臣に報告するとともに研究開発庁及び普及教育センターのDirectorにも報告したいと述べてい

た。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ

資料２　技術協力要請内容資料２　技術協力要請内容資料２　技術協力要請内容資料２　技術協力要請内容資料２　技術協力要請内容

資料３　組織図（ＭＯＡ、普及関連組織、ＢＩＰＰ）資料３　組織図（ＭＯＡ、普及関連組織、ＢＩＰＰ）資料３　組織図（ＭＯＡ、普及関連組織、ＢＩＰＰ）資料３　組織図（ＭＯＡ、普及関連組織、ＢＩＰＰ）資料３　組織図（ＭＯＡ、普及関連組織、ＢＩＰＰ）

資料４　ＢＰＰＦＰ（ＮＡＦＥＣＴ）について資料４　ＢＰＰＦＰ（ＮＡＦＥＣＴ）について資料４　ＢＰＰＦＰ（ＮＡＦＥＣＴ）について資料４　ＢＰＰＦＰ（ＮＡＦＥＣＴ）について資料４　ＢＰＰＦＰ（ＮＡＦＥＣＴ）について
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